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旭 川 市 環 境 部 

日　時　　平成 29 年 7 月 30 日（日）

　　　　　10：00 ～ 14：00（イベントは 13：00 終了）

場　所　　旭川市東旭川町下兵村 3 番地の 5

　　　　　旭川市クリーンセンター　☎36-2213　

     　　　　①　粗大ごみとして収集した家具・自転車等の無料提供

           　　　　（希望者多数の場合は抽選になります。）　

   　 ②　腐葉土の無料提供　（1 人１袋限り）　③　収集車展示　④　ごみ相談

                ⑤　ハガキ作り体験　⑥　廃食用油を利用した石鹸作り 　　　

　　　　　　　　 ⑦　ごみ減量・リサイクル等のパネル展示　

　　　　　　　⑧　拠点回収の様子紹介　⑨　ごみの積込み体験

　　　　　　⑩　生ごみ堆肥化説明　⑪　家具等の廃材を利用した工作

福祉施設等によるバザー（食べ物・飲み物等）の出店

粗大ごみの無料提供の抽選券及び腐葉土の無料提供の

引換券は9:00より配布する予定です。

（開場時間10:00　抽選券投函終了時間　１１:００　抽選開始時間　１１:３０）

当日お車でお越しの方は，誘導員の指示に従い指定された場所への駐車に御協力ください。

東旭川
1条2丁目

あさでん

駐車台数には限りがありますので，
公共交通機関を御利用ください。
満車の際は，入場できない場合が
ありますので御了承ください。
旭川電気軌道「旭山動物園線40・41番」

「東旭川・旭山動物園線46･47番」
東旭川1条2丁目下車

クリーンセンターからのお知らせ

旭川市シンボルキャラクター

町 内 会 回 覧 用          平成２９年６月発行 

    

 

 

「旭川ごみ通信」では，ごみに関する情報を，町内会の皆様にお届けします。 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            廃棄物の処理及び清掃に関する法律で 

不法投棄は禁止されています。 

 

 第 16 条『何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない』と明記され，固く禁じられています。

これに違反して廃棄物を不法に投棄した者は，５年以下の懲役もしくは，1,000 万円以下 

（法人は 3 億円以下）の罰金，又はこの両方が科せられます。 

  旭川市においても，ボランティア協力員・協力企業による通報や巡回パトロールを実施して不

法投棄を防止するため早期発見に努めています。 

 不法投棄を発見した場合は，警察，環境指導課に御連絡をお願いします。 

 

                              

                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（ 担当 ） 

 

環境指導課 廃棄物指導係 

 

☎２５－９１２３ 

 

 

からのお知らせ 

 

 

 生ごみ堆肥化講習会のお知らせ

環境指導課からのお知らせ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コープさっぽろ様の御協力により下記店舗の駐車場で拠点回収品目 

（小型家電・布類・再生可能な古紙・プラスチック製品・繰り返し 

利用できるびん・金属・傘）を回収します。 

   ７月１日(土曜日)１０:００～１５：００ 

                   コープさっぽろシーナ店 永山３条１5 丁目 1－５ 

    ８月 2 6 日(土曜日)１０:００～１５:００ 

                     コープさっぽろ神楽店 神楽 4 条 5 丁目１－２２ 

        問い合わせ先 ●旭川市クリーンセンター ごみ減量係 電話 3 6－2 2 1 3  

 

                      問い合わせ先 ●旭川市クリーンセンター 電話 3 6－2 2 1 3  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

●再生資源回収促進事業 

 家庭から出るごみの中には，紙やびん，缶など資源として再利用できるものが多く含まれていま

す。再生利用の仕組みがある古紙，古繊維，鉄くず，空きびんの４種類を対象として，資源の再生

利用の促進とごみの減量化を推進するため，資源回収を行う町内会，自治会，老人クラブ，PTA ，

スポーツ少年団などの市民団体に対して，回収量に応じた奨励金を交付することにより再生資源回

収を促進する制度であり，平成１０年度から実施しています。 

 

 

※奨励金の交付を受けるには，事前登録が必要です。 

※営利目的の団体，事業所は登録できません。 

※事業所や販売店から出る資源物は奨励金の対象になりません。 

業者からの買い上げ金 ＋ 市からの奨励金 ＝ 町内会の財源に！ 

※平成２８年度の実績 （実施 93 ４団体） 

１団体あたり平均回収量 １１.３トン 平均奨励金交付金額 ４５,１４８円 

興味のある方は，旭川市クリーンセンターまでお気軽にお問い合わせください。 

 

《再生資源回収促進事業 制度改正のお知らせ》 
●今後の改正予定 

・新たにスチール缶(飲料用のみ)を対象品目に追加します。（奨励金単価：３円(1kg 当たり)） 

・びん類・布類の奨励金単価が４円から５円(1kg 当たり)になります。 

・紙類の奨励金単価が 4 円から３.5円(1kg 当たり)になります。 

 

適用の時期については，制度改正に伴う説明会等で，登録団体の皆様からいただいた 

御意見を踏まえた上で決定し，団体の代表者様宛てに通知いたします。 

 

問い合わせ先 ●旭川市クリーンセンター ごみ減量係 ☎３６－２２１３ 

 

 

 

再生資源回収活動を始めませんか？ 

 

再生資源回収促進事業のお知らせ

臨時拠点回収を実施します


